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緊急事態宣言に伴う学校の対応等について 

 

 盛夏の候、保護者の皆様におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げ

ます。夏休みに入って２週間、生徒の皆さんには計画的な生活を送られていることと

存じます。 

 さて、新型コロナウイルスの感染急拡大により、８月２日から緊急事態宣言期間に

入りました。県教育委員会の通知に基づき、学校として次のように対応しますので、

御理解と御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 夏季休業中の部活動について  

(1) 活動日数について  

  週４日以内の活動とします。  

  ただし、各種大会やコンクール等（全国大会や県内大会等）の大会当日の１４ 

 日前からは『埼玉県の部活動の在り方に関する方針』に基づく活動を可とします。 

(2) 合同練習や練習試合等の校外活動について  

  ア  県外での活動は行いません。 

  イ  県内での合同練習や練習試合等は、自校を含めて２校までの活動とします。 

  ウ  定期演奏会や発表会等を実施する場合は、感染防止対策を徹底します。  

(3) 改めて確認をお願いしたいこと 

  ア 熱中症防止のため活動中はマスクを外しますが、それ以外の場面ではマスクを 

  着用します。特に、水分補給や食事の場面での感染防止対策を徹底します。  

  イ  部室の使用は原則禁止とします。また、活動場所への直行直帰を徹底します。 

  ウ  本人や同居の家族に体調不良がある者は、部活動に参加させません。 

 

２ 進路指導等について 

(1) 補習や進路指導等については、感染防止対策を徹底し、保護者の理解を得た上で 

 実施します。 

(2) 大学オープンキャンパス等への参加については、県をまたいでの移動（特に都内 

 への移動）は極力避けてください。参加する場合は、保護者の同意の上で感染防止 

 対策を徹底してください。 

 



３ 家庭内感染防止のための取組について 

  生徒向けリーフレットを「スタディサプリ」を使って生徒に配信します。ご家庭 

 でご覧いただき、家庭内感染の防止に努めてください。 

 

（生徒向けリーフレット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

(1) 生徒が陽性または濃厚接触者と判定された場合には、直ちに学校までご連絡をお 

 願いいたします。 

(2) 稼業日にワクチン接種を受ける場合につきましては、欠席扱いとしません。 

 

 

 

                     連絡先 埼玉県立秩父高等学校 

                         教頭（堀口） 

                      電話 ０４９４－２２－３６０６ 


